
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」 

給付業務の実施について 
 

1 趣旨 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、様々な困難に直面している住民

税非課税世帯等の方々を支援するため。 

 

２ 国の動き 

 ・令和３年１１月１９日 閣議決定 

  「住民税非課税世帯に対して、１世帯当たり１０万円の現金をプッシュ型で

給付する」 

 ・令和３年１２月 ３日 自治体への説明会 

 ・令和３年１２月２０日 臨時国会で補正予算可決 

 ・令和３年１２月２１日 補助金交付要綱及び支給要領発出 

 

３ 臨時特別給付金の概要 

（１）給付対象者 

① 令和３年度住民税非課税世帯 

基準日（令和３年１２月１０日）に当該市町村の住民基本台帳に記録さ

れている令和３年度市町村民税（均等割）非課税世帯（世帯員全員が非

課税）の世帯主。外国人も住民基本台帳に記録されていれば給付対象と

なる。なお、基準日以降に他市町村に転出した場合は、基準日時点の住

民登録市町村が給付する。 

※市町村民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世

帯は対象外 

② 家計急変世帯 

令和３年度市町村民税（均等割）が課税されている世帯のうち、令和３

年 1 月以降の家計が急変し、世帯員全員の１年間の収入見込額が市町村

民税非課税水準以下になると見込まれる世帯の世帯主。申請時点で住民

基本台帳に記録されている市町村が給付する（申請期限 令和４年９月

３０日）。 

（２）給付額 

１世帯 １０万円 

（３）給付開始日 可能な限り、早期に支給開始 

（４）給付対象世帯見込数 

① 令和３年度市町村民税非課税世帯 ２５,０００世帯 
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② 家計急変世帯 ２,５００世帯 

 

４ 業務実施体制 

  臨時特別給付金室（仮称）の新設 

  令和４年１月に保健福祉部内に「臨時特別給付金室」を新設し、室長以下 

５名を配置する。 

 

５ 給付方法 

① 令和３年度市町村民税非課税世帯 

・対象世帯へ確認書を郵送 

・対象世帯は、確認書の記載内容を確認し返送 

・支給決定通知、口座振込 

② 家計急変世帯 

・申請書提出（市役所１F申請受付） 

・申請者の支給要件確認、支給決定 

・支給決定通知、口座振込 

 

６ 経費概算 

  ２,８２６,９２５千円 

  （内訳）給付費 ２,７５０,０００千円 

      事務費    ７６,９２５千円 

      主な事務費 郵便料、システム改修、コールセンター、受付事務 

  ※国庫補助率 10/10 

 

７ 広報・周知 

  市報、市 HP、新聞、自治会班回覧、民生委員・児童委員協議会への周知 

 

８ 予算措置 

  補正予算計上予定。 

 

９ スケジュール（予定） 

  Ｒ4.1月中旬  補正予算計上 

          臨時特別給付金室（仮称）設置 

システム改修、確認書郵送準備 

  Ｒ4.2月中旬   臨時特別給付金確認書郵送 

  Ｒ4.3月中旬以降 臨時特別給付金支給 



福祉総合窓口開設までのスケジュール
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